
広島市告示第１１５号 

令和７年３月５日 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、

広島市安佐北多目的交流広場の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市安佐北

多目的交流広場条例（令和６年広島市条例第４２号）第１８条第３項の規定により告

示します。 

 
 

                  広島市長 松 井 一 貫    
 
 

１ 指定に係る公の施設 

  広島市安佐北多目的交流広場 

２ 指定の相手方 

広島市安佐北区可部五丁目１３番７号 

  株式会社タマダ 

３ 指定の期間 

 令和７年１０月１日から令和１２年３月３１日まで 

 


